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「地方 自治憲章」(案)の 提案 にあた って

1997年3月18、 「地方 自治憲章運動 をすす める会 」(以 下 「すす める会」)は 第

4回 全国地方 自治研 究集会 の場 で、21世 紀 にむ け地方 自治 の発展 への熱 い願 いをこ

めて 「地方 自治憲章」(案)を 発表 しま した。

1、 国 によ る地方 自治へ の干 渉や、最近 で は 「地 方分権論」、 「道州制論 」、市 町村

合併 ・広域 自治体、 「民 間活力の導入」 や 「規制緩 和」 な と、地方 自治の根幹 を ゆ

るがす重大な問題が 山積 みされ てい ます。

一方で、地域住民 の福祉 ・教 育 ・医療 ・公衆衛生 ・営業 ・まちづ くりな と1に対す

る要求 はます ます大 き くな り、 それ を実現する地方 自治への期待が高 ま っています。

今 まさに、人権 と民主主義 を具現化 する地方 自治が発展す るのか、形骸化 するの

かの分水嶺的状況 にあ ります。

こう した時、 日本 国憲 法 にも とつ く国民共有 の財産 と して培われ て きた地 方 自治

の真価 を、 さ らに発展 させる国民共 同の事業 と して、1993年10月 に開催 された第3

回全 国地方 自治研究集会 で主催20団 体 の総 意で呼びか けた 「地方 自治憲章」制定運

動 は、 「すすめ る会 」 を発足 させ るなかで3年 余 にわた って各 界 の ご意見も いただ

きなが ら、調査 ・研究 ・討論 をすすめ、 ここに発表の はこび とな りま した。

2、 地 方 自治憲章 は次 の性格 をも ったもの と して策定 され ま した。

(1)く ら しを守 り、 自治 を創造 するための、 地域 にお ける各分野 の住民運動、 ま

ちづ くりや福祉 ・教育 ・医療 ・公衆衛生 ・環境 ・食料 ・文化な と1の各分野 にお ける

運動 の関係 と理念 を集約 的に表現 したもの。

(2)個 別の分野ですで に作成 され ている、 た とえ ば国±づ くり、 まちづ くりにか

かわ る憲章、納税者憲章、住宅憲章、患者 の権利章典、非核 自治体宣言な との原則、

精神が集約 され総合 され たもの。

(3)地 方 自治 を後退 させ よう とす る動 きに対抗 し、 それ を批判す る と同時 に、個

別 の行政 の分 野 にお ける住民 の参加、官僚主義 の克服 、 自治の実現 を重視 し、 その

よ うな制度 の改革、民主化 を促進す る理念 を表現 したもの。

(4)住 民諸組 織、 自治体首長、地方OX、 自治体労働 者な との、住民が主人公 の

地方 自治 の実現 、地域で人権 と民主主義 を実現 してい く活動 を激励す る、 中 ・長期

的な生命力 をも ったもの。

(5)諸 外 国 にお ける地方 自治 の実態 の調査 ・研究、 「ヨー ロ ッパ地方 自治憲章」、

「世界 地方 自治宣言」、 「国連人権 宣0」 な と諸外 国、 国際機 関の到達点 の研 究 を行

い、 国際的視野 にた ったもの。

3、 「地方 自治憲章 」第8条 で、「この憲章 は、地方 自治の前進 をめ ざす人び とおよ

び諸組織 の運動 と地 方 自治体の実践 を通 じて検証 され、 国民 的共同の討論 によ って

将来 にわ た り発展 させ られるもので ある」 と掲 げてあ ります とお り、多 くの地方 自

治の発展 を願 う人 び との 日常活動の中 に、 この憲章が生 きたもの と して位置づ け ら

れ、発展 させ られ てい くことを願 ってやみ ません。
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地方自治憲章(案)

前 文

日本 国憲法(以 下 「憲法」 とい う)は 、 この国の主人 公が国民で あ ることを明 らか に

し、 国民主権 の原則 を うた ってい ます。

そ して、人 間 と しての尊厳 と自由に もとづ き、「健康 で文化 的な最低限度 の生活」 を

送 ることを は じめ もろ もろの基本 的人権 を保 障 して います。

憲法 が保 障す る これ らの権利 は、地域 での人 びとの暮 ら しと営 みのなか にこそ具体 的

に保 障 され なけれ ばな りません。 それ は、 すべての人 び とが、地域 で生 まれ、育 ち、 地

域 で人 間 と して の営 みを行 い、 その人生 をす ごすか らです。

こ こに、憲法が その基本原則 の一 っ と して地方 自治 の保障 を掲 げ、地方 自治法が 「住

民及 び滞在者 の安全、健康及 び福祉 を保持 す る こと」 を地方 自治体 の基本 的責務 とす る

ゆえんが あ り、地方 自治 の保 障 は、 国民主 権の原則 を地域 で具体化 し、確立 す る もので

す。

しか しいま、憲法 の国民主権、基本 的人権 の尊重、恒久平和、議会制 民主主義、地方

自治 の諸原則が脅 か され、突 き崩 され よ うと しています。

阪神 ・淡路大震災 にお ける大惨 事 の原因 とその究明 の怠慢、 その後 の被災者 に対す る

個人補償拒否、HIV問 題、0-157問 題 などにお ける国民 の生命軽視、年 金 をは じ

め とす る社会保 障制度 の あいっ ぐ後退 など、住民 の暮 らしや安 全、基本的人権保 障を顧

みない政策 の横行 が 目にあまる一方、規制緩和、大型公共投 資 など大企業 の権益確保、

ゼネ コ ン型大規模 開発の ために、地方 自治体 の行政 ・財政 を総動 員す る方 向がすすめ ら

れています。

また、住民 自治 の拡 充 と反す る市町村 の広域 的再編 もすす め られ よ うと してい ます。

沖縄 に見 られ るよ うに、米軍基地 の存在 は、 国の主権 と地方 自治 を、 そ して住民 の基本

的人権 を も踏 み に じる ものです。

こう した状況 の もとで も少 な くない地方 自治体 が、 さまざまな障害 と困難 をかかえ な

が らも住民 の暮 らしと権利、地域 の民主 的振興 のため に努力 して います。 しか し、 多 く

の 自治体 が今 日の国 と地方 をっ な ぐ行財政制度 とさまざまな仕組 みのなかで国の政策 に

動員 され、追 随 して い る結果、地域 と地域経済 の荒廃 が進行 し、 また、福祉、 医療、 公

衆衛生、教育 など国民 の生存権 を は じめ とす る基本 的人権が脅 か されてい ます。 これ ら

の事態 は、地方 自治 の原則 と住民生活擁護 とい う地方 自治体 の責務 に反 す る ものです。

それだ けに、住民が主人公 の地方 自治 とその原 則 を貫 く民主的 自治体 を確立 す ること

が いまほど多 くの人 び との願 い にな って いるときはあ りませ ん。

戦前、大 日本帝国憲法 に は地方 自治 の規定 はあ りません で した。 その もとで の府県 ・

市 町村 は、 天皇制政府 と軍 国主義体制 の末端機 関 として、国民 への支配 と抑 圧 を強 め、
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侵 略戦争 への道 に国民 を動員 した とい う悔恨 と痛苦 の歴史 を もっています。

戦後、 こうした歴史 の反省 の うえ にた って憲法 は、主権在民、基本的人権 の保 障、恒

久平和、議 会制 民主主 義 とともに、地方 自治 の原則 を確立 したのです。

憲法 とと もに生 まれ た戦後 の地方 自治 は、 人権 を守 り、民主主 義 をめざす たたか いの

なかで、 日本 の平和 と民主主義、国民生活擁護 の運動 の前進 に大 き く貢献 して きま した。

1960年 代後半 か らの革新 自治体 の経験 は、 「住 民が主人公 の地方 自治」 が住民 の暮 らし

の向上 や男女平等 の促 進 などの人権擁護、地域 の民主 的発展 に大 きな役割 を果 たす こと

を しめ しま した。

い ま こそ、 「住 民 の住民 によ る住 民 のための政治」 とい う住民 自治 の原則 が尊重 され

なければな りません。 また、国 と地方 自治体 のあいだ に、民主 的な協 力共同 の関係が確

立 されな ければな りません。

地方 自治 の原則 は、憲法 の民主的平和的原則 が政治 ・経済 ・社会 のあ らゆる分野 に貫

かれ る ことによ って達成 ・確立 され ます。国政 の民主 的改革 と地方 自治の民主 的発展 は、

車 の両輪 と して一体 の もの といえ ます。

21世 紀 を 目前 にひかえて、 国際社会 は、「武力紛争 のない平和 な社会」 「持続 的な発展

を可能 とす る環境重視型社会」 「国民主 権 に もとつ く民主的 な社会」 「基本 的人権 が保 障

され る差別 のない社会」 「国際的な経 済民主 主義 の実現 によ る貧困 の克服」 「全 ての女性

の平等 、開発へ の完全 な参加」 な どを人類 の共通 の課題 と しています。

日本で もまた、「核 も基地 もな い平和 な国土 を」「みど り豊かで、安全 で安心 して くら

せ る地域 を」「生 き生 き と した地域 と地域経 済 の民主 的発展 を」 「すべて の人 び とに基本

的人権 を保 障す る豊か な高齢社会 を」「男女平等 、女 性 の地位向上」 とい う願 い にもとつ

く地域 か らの住民共 同が力強 く前進 しよ うと して います。

い ま、憲法 ・地方 自治法50年 をむかえて、住民参加制 度の拡充 に見 られ るよ うに、地

方 自治 の新 たな発展 と民主的 自治体 の確立 への前進 が開始 されて います。憲法 と地方 自

治 の民主 的原則 の花 ひ らく21世 紀 を切 り開 くため に、 すべての職場 と地域で の暮 ら し ・

人権 ・平和 を中心 と した「憲法 と地方 自治擁護」の国民 的共 同の い っそ う大 きな前進 が求

め られてい ます。

よ って私 たち は、 日本国憲法 の平和 的民主 的諸原則 の先駆性、普遍性 お よび国際性 を

発展 させ、21世 紀 を地方 自治 の時代 にす るため、 ここに地方 自治憲章 を宣言 します。
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(基本的人権 と地方 自治)

第一条 すべ ての住民 は、 その生 活す る地域 において、人 間 と して尊重 され、平和 的 に

生 きる権 利、健康 で文化 的 な生 活 を営む権利 な ど、 い っさいの基本 的人権 を有 す る。

② 地方 自治体 は、不 断の努 力 によ って、憲法 で保障 されて いる基 本的人権 を実現 して

い くよ うに努 めな ければな らない。

③ 地方 自治体 は、住民 の生命 、財産、健康、福祉 な どにかかわ る公的保障 の責任 を果

た し、かっ その水準 をっね に向上 させて い くよ うに努 めな ければ な らない。

(住民 自治 の原則)

第二条 憲法 が 「地方 自治の本 旨」 と して規定 し、 また、 国際的 に も確認 されてい るよ

うに、地方 自治 の主人 公 は、住民で あ る。

②地方 自治体 の長、議 会お よび職員 は、憲法 の原則 に もとづ き、住民 自治 の原則 を尊

重 し、 それを行政 のあ らゆ る場 において実現 してい くよ うに努 めなければな らな い。

③地方 自治体 は、憲 法お よび地方 自治法 の定 め る選挙権、 被選挙権、 直接請求権、請

願権 などの住民 の権利 を尊重 す る とともに、住民投票 な どをふ くむ多様 な住民参加 の実

現 に努力 しな ければな らない。

④住民 が地方 自治 の主人公 となる前提条件 と して、住民 に対 す る情報 の公開が最大限、

保障 され な ければな らない。

(住民の暮 ら しと地方 自治体の施策)

第三条 地方 自治体 は、 住民 の基本的人権 を保 障す るため に、福祉 ・医療 ・公衆衛生 の

充実、子 どもた ちの健 やか な発達 の確保 と教育 ・文化 ・スポー ツ施策 の充実、 国土 ・地

域 の安全 ・防災 と快適 な環境 の保持、住民主体 の まちづ くり、地域産業 ・地域経済 の振

興、地域 にお ける男女平 等 の実現、豊か で安心 で きる高齢 期保障 の充実、軍事基地 の な

い平和 な地域 の実現、 民主 的 エネルギー政策 の実現、 その他必要 な行政施策 の実現 の た

めに、不断 に努 力す る。

②前項 の施策 を実現 す るために、地方 自治体 は、住民 の総意 に もとつ いて、 団体 自治

を貫 き、 国 にナ シ ョナル ミニマムの拡充、必要 な法制度 の整備、情報 の提供、財 源の保

障 な ど必要 な施策 を講 じる ことを求 め るとと もに、 みずか らの施策 を提起 す る。

(長、議会 および職 員の責務)

第 四条 地方 自治体 の長 は、憲法 の地方 自治 の原則 を尊 重 し、住民 自治 の原則 に もとつ

いて、多様 な住民参加 によ る行政 の活性化 と、職員 の創意 の発揮 に もとつ く行政 水準 の

向上 に努 め る。

②地方議会 は、地 方 自治体 におけ る議事機 関 と して、住民 自治 の原則 に もとつ いてそ

の責務 を果 た さなけれ ばな らない。地方議員 は、住民 と議会 を結ぶ とともに、住民 が多

様 な参加 を通 じて地方 自治 を前進 させ るために、適切 な役割を果たす ことが重要 である。
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③職員 は、住民 に奉仕すべ き職務 を 自覚 し、住民 の暮 らしと人権 を守 るための行政 の

実現 と、住民 が主人 公 にな ってい くための施策 の実現 に努 力 しなけれ ばな らない。 その

ため に も、職員 の身分、労働条件、市民 的 ・政治 的 自由などにかかわ る諸権利が保 障 さ

れな ければ な らない。

(自治権 の拡充)

第五条 地方 自治体 の自治権 の拡充 は、住民 自治の原則 に深 く根 ざ し、国政 および地方

政治 をふ くむ 日本 の民主主義 の発展 にとって重要 な意義 を有 す る。

② 国お よび地方 自治体 は、事務 ・権 限の民主 的再 配分、関連す る法令 の改正 や非民主

的 な関与 の改善 などによ り、地方 自治体 の 自治権 の拡充 に努 める。

③地方 自治体の 自治権 の拡充 には、 それ にともな う財源が保 障 されなければ な らない。

国お よび地方 自治体 は、地方 自治体 の財源保 障 と自主財政 の確立 に努力す る。

④地方 自治体 は、住民 の総意 に もとつ いて、 住民 の暮 らしと人権 を守 る立場 か ら、 自

主 的 な決定 とそれ を公正 に遂行 しうる能 力を高 めるために不断 に努力す る。

(国政 の改革 と地方 自治)

第六条 地 方 自治体 にお ける住民 の暮 らしと人権 を守 るための諸施策 の充実 は、 同時に

国民本位 の国政 を実現す ることにっ なが って いる。 住民お よび地方 自治体 は、 国政 に対

して多様 な方法 によ る発言 ・提言 の権利 を行使 し、 それ をい っそ う拡充 する。

② 国が不当 な理 由によ って地方 自治体 の 自治権 を侵害 しよ うとす る場合、 またはそれ

にっ なが る地方 自治制度 の改変 を しようとす る場合 には、住民 および地方 自治体 は、 こ

れ に抵抗 し、住民 自治 を守 る立場 か ら発言 ・提言 ・行動す る権利 を有す る。

(住民の責務)

第七条 住民 は、地方 自治 の主人 公 と して、 その権利 を行使 し、 かっ あ らゆ る可能 な機

会 に行政 に参加 し、地方 自治 の擁護 ・発展 のためにみずか らその自治能力 を高 めて い く

責務 を有す る。

(地方 自治憲章)

第八条 この憲章 は、地方 自治 の前 進を めざす人 び とおよび諸組織 の運動 と地方 自治体

の実践 を通 じて検証 され、 国民 的共 同 の討論 によ って将来 にわた り発展 させ られ る もの

で ある。
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【地方 自治憲章 ・詳論】

第1部 地方 自治の新 たな前進 をめざ して

地方 自治の理念 と運動

1暮 ら し ・人 権 と地 方 自治

戦 後、民主 的 な地 方 自治 の実 現 をめざす住 民 の地方 自治運動 が発展 し、「憲法 を暮 ら

しの中 に」 とい う言葉が共通 の合言葉 とな った。 これ は、憲法第8章 に定 め られ ている

地方 自治 の諸 規定 を大切 にす ると同時 に、憲 法第3章 の基本 的人権 の諸規定 、 そ して憲

法第9条 の平和 の理念 を、地方 自治 とい う場 にお いて、具体的 に実現 して いこ うとい う

意味 を こめて語 られて きたのであ る。

地方 自治 の 目的 は、住民 の暮 ら しを守 り、 それを将 来 にわ た って、 よ り豊 か な もの に

して い くことにあ る。地方 自治法の第2条 で、地方公共団体 の仕事 は住民 の安全 や健康、

福祉を保持す ることであ ると定 め られている。 自治体 の仕事 は、教育 ・文化や公衆衛生 ・

医療 ・福祉 の充実、地域 の防災や まちづ くり、地域産業 の振興、男女平等 ・女性 の地位

向上、平和的生存権 の保 障 など住民 の暮 ら しや人権 にかかわ るあ らゆ る公的事務 の領域

をふ くんで お り、 これ らの仕事 の一 っ ひ とっが住民 の 日々の生 活 に少 なか らぬ影響 をあ

たえて いる。 したが って、地方 自治体 の行政が どんな方 向、 どん な内容 の ものか とい う

ことが、 その地域 の住民 の暮 らしと人権 をどのよ うに保 障 して いるのか を決定 してい く

のであ る。

いいかえれば、憲法 で定 め られて いる国民 の生 存権や幸福追求 の権利 などをは じめ と

す る基本 的人権 を、地域 とい う場 で具体 的 に保 障 し、 また、 その保 障の水準 を将来 にわ

た って向上 させて い くことが地方 自治 の 目的であ る。

ひ るがえ って、 今 日の 日本 の現状 を見 るな らば、地域 におけ る住民 の生活 にかかわ る

人権 の保 障が十分 になされて きた とはいいがた い現 実が ある。 この現実 を避 ける ことな

く直視 し、 その よ うな現 実 の変革 に挑戦 し、地方 自治 の本来 の 目的 の実現 に遇進 す る こ

とこそが求 め られて いる。

2住 民 自 治 と 自治 権 の 拡 充

地方 自治 の 目的 を実現 して い くために、憲法 は、第8章 で地方 自治 を保障 してい る。

地方 自治 は、住民 自治 と団体 自治 を その内容 ・要素 と してい る。

①憲 法 は、国民主権 をその大原則 と して いる。 この原則 を地域 とい う場で考 えれば、

住民 自治 が地 方 自治 の中核 であ る。 すなわ ち、地 方 自治 の主人公 は住民 で あ り、住民 の

ための住民 による自治が地方 自治 の大原則 で ある。 この大原則 に もとつ いて、現行 の地

方 自治制度 にお いて は、長、議員 の選挙制度、 直接 請求制度 な どの住民参加 の諸 制度が
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定 め られて い る。 また近年、 住民へ の情報公 開や住民投票 の制度 など住民参加 の多様 な

制 度 を拡充 しよ うとす る動 き も広が ってい る。

国民主 権 と住民 自治 の理念 と制 度が確立 したの は戦後 の改革 によ ってで あ り、 その歴

史 は新 しい。 したが って今 で も、一 部 の有力者 や特定 の企業、 あ るいは少数 の官僚が地

方政治 を牛耳 った り、 あ るい は金権 によ って地方政治 を左右 しよ うとす る現 実が あ るこ

とは否定 で きない。住民 が ほん と うの意 味で地方 自治 の主人公 にな って い くとい うこと

は、 かな らず しも易 しい ことで はな い。 しか し、戦前か ら戦後 の地方 自治 の歴 史 は、一

歩 も二歩 もそれを前進 させ て きた。 自由民権 運動か ら大正 デモ クラシー、戦後 改革 の時

期 の運動 か ら、 と くに60年 代以 降の住民運動 、民主的 自治体づ くりの運動 が発展 す る

なか で、近代 的な新 しい地方 自治 は次第 に日本 の地 域 に定着 して きた。 われわれ は、長

い見通 しに立 って、住民 が真 に地方 自治 の主人公 にな って い くとい う意味 での住民 自治

を実現 していかな ければ な らない。

②地方 自治 の原則 にふ くまれて い るもう一 っの内容 は、 団体 自治、す なわ ち中央政府

や他 の団体 に対 す る地方 自治体 の自治権 であ る。 日本 は、 明治以来 急速 な近代化 を上 か

らすす めて きたために、歴史 的 に極 めて 中央集権 的な国家 を形成 して きた。 中央 と地方

を結 ぶ法制度、行政指導、財政 の制 度 と運用、人事 の慣行 と運用 な ど、 多様 な方法 で、

中央集権 の網 の 目が張 りめ ぐらされて いる。戦後 の地方 自治制度 で は、憲法上 建前 と し

て は、地方 自治体 に対 して、 自治立 法権 、課税 自主権 など行政、財政 にお ける一定 の権

限を認 めて はいるが、実際 に は国の機 関委任 事務 の制度 などが あ り、 あ るい は個別 法令

によ る拘束 が強 く、 また通達 な どに よる不 当 な行政指導が大 きな力 を もって いるので、

地方 自治体 の権 限 は限 られ た もの とな って いる。地 方 自治体 は、地域住民 の暮 らしを守

るために、 中央集権 的 な行政 に対抗 し、条例 を制定 ・改正 した り、 あ るいは要綱 を活用

した り して、 その権 限を拡充す る努力 を積 み重 ね、 さまざまな成果 を生 み出 しては きた

が、 なお法令 や行政指導 による中央統制 の壁 は厚 い。

近年、地方分権 が提 唱 され、中央集権的 な制度 を改革 して、地方 自治体 の権限 を拡充

しよ うとす る動 きも見 られ るが、同時 に、地方分権 の名 の もとに、市 町村合併や府県制

度 の改革、 道州制 の実現 な ど、「効率 化」 をね らった地方制 度の再編成 や 自治体 リス ト

ラをすす めよ うとす る動 き もあ る。

われわれ は、憲法が保 障す る地方 自治の原則 に立 ち返 り、地方 自治 の精神 に反 す る地

方制度 の再編 を許 さず、都道府県 ・市区町村の二層制 を堅持すべ きだ と考 えているので、

地方 自治 に もとる市町村合併 に は批判 的であ る。 同時 に、地方 自治体 の権限 と財源 を拡

充 し、地方 自治体の 自治権 を拡充 していかな ければ な らない と考え る。

長 い視野 で見 るな らば、戦後 の地方 自治 の民主 的 な発展 を願 う多 くの人 たちの運動 と

自治体 関係者 の努 力 によ って、地方 自治体 の力 が相対 的 に強化 され、中央政府 と地方 自

治体 の民主 的な関係 をっ くりだす うえで、一定 の前進 があ った こと も確かで あ る。 われ

われは、 このよ うな力を さ らに強 めて い くことが重要 であ ると考 え る。
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3長 ・議 会 ・職 員 と住 民 主 権

憲法 は、長 と地 方議会 の議員 の直接選挙制度 を規定 し、地 方 自治体 の仕事 をす るため

に多数 の 自治体職 員が雇用 されてい る。

① 日本 の地方 自治制度 において は、知事 や市 区町村長 の権限 は大 き く、長 が どの よ う

な指導性 を発揮 す るか は、地方 自治 のあ り方 に決定 的 な影響 をあたえ るとい って よい。

地方議会 の役割 もまた重要 であ る。議会 は予算、決算 を始 め と して、重要 な事項 にっ

いての議決権 限 を もってお り、 あ るい は条例制定 とい った立法権限 を ももって いる。長

の提 出 した議 案 を議会が否決 すれば、長 はそれを実行 す る ことが難 しくな る。 したが っ

て、議会 が住民 の立場 に立 って民主 的な機能 を発揮 す るか ど うか は、長 の役割 を十分 に

果 たす うえで も、重要 な条件 とな る。

地方 自治 体 の 日常的 な活動 は、 自治体職員 によ って担われ てい る。住民 の暮 らしにか

かわ る諸活 動 は、各分野 の職員 によって遂行 され る。 また、住民 の暮 らしを守 るための

各分野 の行政施策 は、職員 によ って発案 され、 政策 として体系化 され、実行 され る。職

員が 日々、住民 の立場 に立 って、創意 に富んだ政策 を提起 し実現 に努 力す るか どうか は、

暮 らしと人権 を守 るとい う地方 自治 の 目的を達成 して い くために も重要 な条件 で ある。

この よ うに長、議員 および職員 の果 たす役割 には大 きな ものがあ るが、 その さい基 本

的 に重要 な ことは、住民 自治 の原則 で ある。 これ まで の長 い過去 の歴史 にお いて、住民

はっね に治 め られ る存在 であ り、政治 の支配 はっね に特権的少数者 によって行 われて き

た。 今 日、憲法 や地方 自治制度 の うえで は、国民主権、住民 自治 が うたわれて いるに も

かかわ らず、現実 には長、議員、特権 的官 僚が治 める ものであ るかの よ うな意識 と現実

が いまだ に広 く存在 してい る。 この逆立 ち した現実 を変革 し、住民 自治 の原 則 を実現 し

て い くことこそが、地方 自治 の主体形成 の基本 となる。

われわれ は、地方 自治 の担 い手 と しての住民 の主体 の形成 を展望 しっっ、地 方 自治 の

民主 的 な発展 を期 さな ければな らない。

②地方 自治 の主体 を形成 して い くためには、住民 自治 の原則 に立 って、長 、議会、職

員、地域、国政 の総合 的な革新 が必要 で ある。 そのなか で、 もっと も基礎 となるのは、

地域 の民主的 な基盤 の形成 とその質的 ・量的 な強化で あ る。

この地域 の基盤 をなす統一 的 な組織 が民主的 な地方 自治 の担 い手 にふ さわ しい質 と量

を備えて い くことが、民主 的 自治 体の重 要 な条件 にな る。 その組織 は、民主 的 な政党、

労働組合、農民 や漁民 の組織、 中小企業者 の組織、消費者団体、女性 の組織 、 その他 の

諸 団体、学者文化人 な ど地域 の さまざまな人達 の組織 や個人 が、一定 の 目標 または統一

的 な政策 の実現 をめざ して意識 的 にっ くられ なければな らない。

これ らの組織 は、長 の選挙 の場合 、 その選 出の母体 とな る もので ある。 しか し、選挙

のためだ けの組織 で はな く、民主 的 自治体 の基礎的 な構成部分 で あ り、長 の当選 の後 も

それ を支 え、持続 的な活動 を行 い、選挙 の ときに示 した公約 の実現 の ために積極的 な活

動 を展開すべ きであ る。
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地 域 の民主的基盤 と しての組織 は、住民が一致 で きる目標 の もとに、幅広 い組織 や個

人 が参加 で きる ものが望 ま しいが、 その合意 の形成 には、 困難 を と もな う場合 もあ り、

この組織 の主体 をいか に作 って い くか は、今後 の地方 自治 の主体形成 の重要 な課題 であ

る。

③議会 は、地方 自治体 の立法機関 であ り、民主的 自治体 を構成す る重要 な部分 であ る。

自治体議 会の議員 は、議会 の さまざまな機能 を分担 して遂行 す ると同時 に、 住民 と行政

とを 日常 的 にっ ないでい るパ イプ と もなるべ きであ るが、住民 に は、議会 の活動 の 内容

がかな らず しも十分 には知 られて いない。 議員 は、 しば しば住民 また は地域 の個 別的 な

要求 を請負 い、それを議員 の 「顔」で実現す ることによ って地域住民 の支持 を得 て きた。

その場合、一般 に地域住民 に はその要求 の実現 のプ ロセスは知 らされず、議員 と当局が

密室 で了解 を と りっ ける とい う方法 で行 われて いる ことが多 い。 しか しこれで は、 いっ

までた って も主権者 と しての住民 の主体性 は形成 され ない。民主的 自治体 を建設 す るた

めに は、行政 の プロセスが住民 に公 開 され、住 民 自身が判断 し、 その意見 が反 映 され、

その総意 と して要求 の実現が な されな ければ な らない。 そのための情報 の公 開を媒介 し

た り、 あ るい は住民 が学 び、判断 をす るための政策 的援助 をす るの も議員 の重要 な役割

であ る。

④民主 的 自治体 を構成 す る職員 の役割 も重要 であ る。 自治体職 員 は 自治体 当局 に雇用

され てい る 「労働者」 で ある とともに、住民 に奉仕 す る職務 を担 い地域住民 の暮 らしや

自治 にかか わ る実務 を担 当 して い る。 口常 の業務 の なかで行 う仕事 の諸結果 は、住民 の

生活 に直接的 な影響 をあ たえ る。 自治体職員 が地域住民 の暮 らし、人権 を守 り、 それを

向上 させ る仕事 をす るとい うことは、地域住民 の願 いで もあ るが同時 にそれ は地方 自治

体 に働 く職員 の責務 で もあ る。

しか し現実 には、 国の政策 の影響や、地方 自治体 の政策 的立場 か ら、 住民 の要求 と対

立 した り、 あ るい は密室 での官僚的 な対応 を させ られてい る場合 も多 くある。 自治体労

働者 の労働基本権が剥奪 され、職 場 の民主化が不十分 であ るとい うことが、 これ を さら

に助長 して い る。民主 的 自治体 づ くりの運動がすす み、 自治体労働者 の権利 の実現 と自

治体 の民主 化、住民 自治 の原則 が実現 されて い くな らば、 このよ うな矛盾 はよ り少 な く

な り、 よ り住民 の願 いに沿 った仕事 を行 うことが可能 にな るであ ろう。 これ は、 いい仕

事 を したい と願 う自治体職員 にと って も切実 な要求 であ る。

自治体職員 は、戦後早 く労働組合 を結成 し、みずか らの労働条件 の改善 に取 り組 む と

同時 に、地方 自治研究活動 を行 い、 「地方 自治 を住民 の手 に」 とい うス ローガ ンを掲 げ、

仕事 の改善、 さ らには民主 的 自治体建設 の運動 に取 り組んで きた。

自治体職員 は、全国津 々浦 々に存在 し、 その多 くは労働組合 を組織 し、民主 的 自治体

づ くりに積極 的役割 を果 た してい るところ も少 な くない。 自治体職員 は今後 も、住民本

位 の行政 を実行 して い くなかで、職場 と地域 を民主 的 に変えて い くことによ り、地方 自

治 の発展 に大 きな役割 を果 た してい く使命 を もって いる。
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4地 方 自 治 運 動 の 発 展

地方 自治 は、人権 と民主主義 を抑圧 しよ うとす るあ らゆる権力的 な支配 また は官僚 的

な統制 とは相 容れ ない もので あ る。地方 自治 は地域 で生 活 を営んで い る一人 ひ と りの住

民 の暮 らしと人権 を基礎 に し、 その共 同の力 で 自治 を実現す ることをめざす もので ある。

したが って、 その よ うな原則 を踏 みに じって、権力 的 な抑 圧 を加 えよ うと した場合 に

は、 勇敢 な、 先進的 な人 たちは、 これに抵抗 し、 それ とたたか うなか で、地方 自治 の原

則 を守 ろ うと して きた。 これ らの運動 は、 同時に地方 自治の主体 をっ くる運動 で もあ っ

た。

① 明治前期 か ら中期 にいたる 自由民権 の運動、大正 の後 期か ら昭和 の初期 にか けての

いわゆ る大正 デ モク ラシー運動 な どは、 日本 にお ける人権、 民主主義 を実現 しよ うとす

る運動 の源流 であ り、労働者、農民 の参加 をふ くむ近代 的 な地方 自治 の原則 を 日本 に実

現 しよ うとす る運 動で もあ ったが、権力 的な弾圧 によ って押 しっぶ され、地方 自治 の諸

組織 はア ジア諸 国への侵略 とい う国策 を遂行す るための下請 け的 な機関 に再編成 されて

い った。

戦後、 日本国憲法、地方 自治法が制定 され、主権在民、基本 的人権 の保障、恒久平和、

議会制民主主義 とと もに地方 自治 の原則が明記 された。憲法 の第8章 に、地方 自治 の章

が設 け られ、地方 自治の原則が保障 された。戦前 の地方制度 は改革 され、知事 の公選制

をふ くむ近代 的な地 方 自治制度 の確立が方 向づ け られた。 この よ うな情勢 のなかで、戦

前 の 口本 の民衆 の地方 自治 を実現 しよ うとす る運動 の伝統 が息 をふ きか え し、新 しい地

方 自治 の運動 が発展 して い った。

②直接選挙制度 に もとつ く長 と議員 の公選制、 リコールや監 査請求、条例制定 な どの

直接請求 の諸制度、請 願 ・陳情 など住民 の要求 を地方 自治体 に直接提 出で きる権利 の保

障 など、戦後改革 に よって地方 自治 の民主的 な諸制度 が整備 され、 あ らゆ る階層 の地域

住民が これを活用 で きる ことにな った。 これ らの制度 を活用 しっっ、全国で多様 な住民

運動が次第 に広 が って い った。 これ らの住民運動が労働組合 や政 党 の運動 とも結 びっい

て、民主 的 自治体 をっ くる運動 に発展 し、60年 代 か ら70年 代 にか けて、 いわゆ る革新 自

治体 を多 く生 み出 した。

この時期 の民主 的 自治体 づ くりの運動 は、 それ以後 の全 国の 自治体 に大 きな影響 をあ

たえ、 日本 の地方 自治 の歴史 にお いて も重要 な意義 を もっ もの とな った。第1に 、 それ

まで の中央直結 で補助金 を獲得 し、中央政府主導 の地域 の 「発展」 に重点 を置 くとい う

タイプの自治体 のあ り方 か ら、福祉、医療、公衆衛生、 防災、環境政策 等、住民 のいの

ちと暮 らしを守 る政策 を重視 しよ うとす る自治体へ の転換 がすすんだ。 この流れ は、国

政 に も影響 を与 え、高齢者 の医療費の無料化 をは じめ とす る国の レベルの社会保障、社

会福祉政策 や防災 ・環境政策 の前 進を もた らす力 に もな った。

第2に 、民主 的 自治体 づ くりの運動 によ って、住民参加、住民主体 の地 域づ くりとい

う理 念が広が り、多 くの行政担 当者 、住民 に も共有 され るよ うにな った。 それ まで、憲
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法 の住民 自治 の理念 は形 式的 には否定 されない ものの、現 実の行政 は地域の少数 の有力

者 や行政 の有力者 によって動か されてお り、 それ ら有 力者 の力 に依拠 して地域 になにが

しかの 「利益」 を もた らす ことと引換えに投票が行われるのが 「地方政治」の常識であ っ

た。 この地域 の 「秩序」 を破 ろ うす る新 しい住民運動 は排 除 され ること もあ った。 しか

し、住民運動 の広 が りと民主 的 自治体 の増大 は このよ うな常識 をかな りの程度改革 し、

住民 の力 によ って地方政治 を革新 し、 その数 は多 い とはいえな くと も、文字通 り住民参

加 によ る地域づ くりの優 れ た実践 の実例 を も生 み出 した。少数 の有 力者 によるいわ ゆる

ボス支配 は続 いてはい るが、 地方 自治 を住民 の手 に しよ うとい う民主 的 自治体づ くりの

運動 は、今後 の長 い歴史 の歩 みの なかで、 このよ うな状態 を克服 してい くであ ろ う。戦

後50年 を経 て 「住民主体 の地域 づ くり」 とい う理念 自体 は、 いまや保革 を問わず ど こで

も承認 され るにいた ってい る。 と りもなおさず それは、戦後 の地方 自治運動 の前進 を し

めす もので あ る。

第3に 、民主的 自治体 づ くりの運 動 は、中央政府 の政策 に無批判 的に追 随す るので は

な くて、憲法 と地方 自治 の理念 に照 らして、道理 に合 わない とき、 あ るいは地域住 民の

立場 か ら納 得で きない ときに は、 自治体 が中央政府 に対 して堂 々 と意見 をのべ るとい う

姿勢 を生 み出 した ことであ る。 こう した自治体 の対応 は、今 日で も、 その典型 的な実例

を1995年 か ら96年 にか けての米軍基地 強制使 用 の代理署名 に対す る沖縄県知事 の署 名拒

否 の対応 に見 る ことがで きる。

60年 代 か ら70年 代 にか けての運動以 降、 その後の行政改革、地方制度 の再編 をすすめ

よ うとす る中央政府 の政策 と地方 自治 の実現 をめ ざす力がせ めぎあい、複雑 な展開 を見

せて いる。 しか し、 大 きな流 れ と して見 るな らば、 戦前 、戦後 の地方 自治 の運動 は、 ジ

グザ グの過程 を たど りなが らも歴史 的に は前進 を遂 げてお り、 その意味 では地方 自治 の

主体 の形成 は、着実 にすすん で きた とい って よいで あろ う。

5国 政 と地 方 自治

地方 自治体 の行政 は中央政府 の政策、行政 と密接 にっなが ってお り、 その行政 の多 く

は国 の政策 を実行 す るとい う性格 を もってい る。 したが って、地方 自治体が住民 の暮 ら

しと人権 を徹底 して守 り、 その保障 の水準 を引 き上 げてい こうとす るな らば、国 の政策

を改革 しな ければな らな くなる。国政が国民本位 に改革 され るな らば、 地方 自治体 の暮

ら しと人権保 障の水準 は高 ま って い くであろ う。地方 自治 の本来 の 目的を達成 す るため

には、国政 を国民本位 の もの に改革 してい くことが、極 めて重要 であ る。

しか し、国政 が変 わ るまで は、地方 自治体が何 をや って も実現 が無理 とと らえ るのは

誤 りで あ る。地方 自治 の場 でで きる ことはや らなければな らない し、 そ こか ら出て きた

問題 を中央政府 に提起 して い くことがで きる。地方 自治 の主体 であ る住民 は、 それ 自体

国政 を構成す る主権者 の一員 で あ り、住民 と地方 自治体 の国 に向 けての発言 は、国政 に

対 して一 定 の影響 をあたえて い くことがで きる。

地 方 自治 は、地域 とい う、住民 が そ こで生活 を営んで い る場 にお ける活動 であ り、住
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民 の暮 らしの実態が絶 えず リアルに反 映 され る。 また、住民 のたえ ざる参 加が可能 な場

であ り、住 民の意向が そ こに集約 され る。 そ こで集約 され た声 が国政 に反 映 され るな ら

ば、 国政 を改革す る大 きな力 とな る。 したが って、地 域 におけ る住民 自治 の主体 の形成

と国政 の改革 は密接 に関連 してい るのであ る。

住民 自治 の原則 を実現す るために は、選挙権 の行使 のみな らず、多様 な住 民参加 を実

現 してい くことによ って、地方 自治 の担 い手 と しての住民が 日常 的 に地方 自治 に関与 し

てい くことが望 ま・しい。 それな しに民主主義 を実 質的 に実現 してい くことはで きない。

国政 の場 で は、 これ を直 ちに実現 してい くことは難 しい と して も、地方 自治 の場 におい

て は可能 な場 合 もある。 したが って、地方 自治 は、単 に住民 自治 の実現 にとどま らず、

国民主権 を文字 どお り実質化 してい く条件 をっ くる ことに もな るであ ろ う。 その意味で

21世 紀 は地方 自治の可能性が さ らに開花 し、 国民主権 ・住民 自治 の実質 的 な内容 を地域

に定着 させて い くことによ って、国民全体 の民主主義 の水準 を引 き上 げて い くことがで

きる時代 であ る。

それゆえ にわれわれ は、国政 の改革 を展望 しっつ、地域 にお ける地方 自治 の主 体 の形

成 をめざ さな ければ な らない。
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第2部 現代の地方 自治の課題 と提言

(1)憲法 は、 す べて の国民 の基 本 的人 権 とと もに 「健康 で文化 的 な最 低限度 の生活 を

営 む権利」 を保障 し、 「国 は、 すべ ての生 活部面 にっ いて、社会 福祉、社 会保障及 び公

衆衛生 の向上及 び増進 に努 めな けれ ばな らない」(第25条)と して国の責 任 と義務 を

定 めて いる。

そ して地方 自治体 は、住民 の安全、健康、福祉 の保持 をその第一義 的責務 に して いる。

これ は、すべ ての国民 が、住民 と して、地域 ・地方 自治体で人間 と しての生活 と営 みを

送 って いるか らであ る。

その意味 です べての国民 は、住民 と して地域 ・地方 自治体 の場 をつ う じて暮 らしと人

権が保障 されなければな らな い。

ところが、社会福 祉 や医療 お よび医療保 険、公衆 衛生 な どの社 会保 障 は、「自立 自助

と相互扶助」 の名 で この間、後退 に後退 を重 ね、国 と地方 自治体 の公 的責任 が放棄 され

る事態 が生 まれてい る。

また、大企業奉仕 の国土 計画や開発 とその もとでのゼネ コ ン奉仕型公共事業 は、 極端

な東京一極集 中 とともに都市 と農村 との過密過疎 を もた らし、 また、産業構造 の再編 は、

農漁業 の荒廃 と地域経済 ・産業 を衰退 させ、地方 自治の物質的基盤 を危機 に陥れてい る。

さ らに、 阪神 ・淡路 大震 災 は、経済効率優先 の都市 ・街づ くりへの警鐘 を乱 打す ると

ともに、住民 の生命 と財産を震災や災害か ら守 ることを どれ ほどお ろそか に して きたか

を浮 き彫 りに した。

っ くられた財政危機 を 口実 に消費税 の税率 ア ップが狙 われてい る。 消費税 は逆進性 を

もった大収奪機構 の一 環で ある ことが ます ます明 らか とな り、 しか も地 方消費税 の導入

で、 国 は、地方 自治体を も収奪機構 の一環 に しよ うと してい る。 消費税 の増税 は、住民

の暮 らしを圧迫 す るだ けで な く、地域経済 の停滞 ・後退 を招 くもので あ り、地方 自治体

に とって も黙過 で きな い、廃止すべ き税 であ る。

不 公正 ・乱脈 な同和行政 と 「解 同」 によ る誤 った 「部落解放運動」 は、地方 自治体 の

行財政 ・施策 に歪みを もた らす だけでな く、地域 にお ける人権 と民主 主義 に障害 を もた

らしている。 さ らに、 「人権擁護施策推進法」 にっいては、「人権」 を口実 に した 「同和」

に特別 の地位 を与 え る危 険性 を持 って い ることか ら、 「人 権一般 を対 象 と して、 その擁

護 にかんす る施策を検討 してい くこと」 にさせ るための監視 を強め る必要が ある。 また、

在 口外 国人への人権や諸権利 の保 障が社会 問題 とな って いる。

(2)地方 自治 の 目的が、 住民 の暮 ら しと人権 を守 る ことであ る限 り、 こ う した住 民 と

地域 の実態を放置す る ことはで きない。

そのため に も、国 と地方 自治体 の関係 を これ にふ さわ しく改革 し、確立す ることが求

め られて いる。

国 と地方 自治体 は、民主 的に協力 して、憲 法が保障す るすべて の国民 の市民 的 ・政治
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的権利 、経済的 ・社会 的 ・文化 的権利 や平和的生存権 をふ くむ基本 的人権 と社会発展 の

ための責 任 を担 わな ければな らな い。

その さい、 なによ りも国民 の暮 らしや福祉 ・医療 ・公衆衛生 な ど生 存権を保障す るナ

ショナル ミニマムの設定 と財源保 障措 置を国の責任 と して確立 しな ければ な らない。

そ して国民 ・地域住民 に身近 な地方 自治体 は、 ナ シ ョナル ミニマ ムを土 台 と した具体

的な住民生 活 にかか わ る施策 の実施責任 を担 なわ なけれ ばな らない。

(3)国 と地 方 自治 体 の関係 を今 日にお け る 「上 下 ・主従 」 の関係 か ら、 民主 的 な協 力

共 同の関係 と して確立 す るために、機 関委任事務制度 を廃止 し、 と くに市 区町村優先を

原則 に事務 の民主 的再 配分が行 われな ければな らな い。 当然 の ことと して、 それ にふ さ

わ しい地方 自治体 の 自主財 源 とその 自由な処分権 が保 障 され なければな らない。

自治体 の住民 サ ー ビス費用 は、経済的変動 の影響 を免 れ ることはで きない。 したが っ

て地方 自治体 の財政制度 は、 その任務遂行 に要す る費用 の現 実的変動 に十分対応 しうる

多様で包括的、弾力 的であ る ことが望 まれ る。

(4)「地方 の政治 や行政 が、 中央 の官僚 によ ってで な く、 その地域 の住民 とそ の代表

者 によ って行 われ る」 とい う住民 自治の水準が一層高 め られな ければ な らない。

憲法 や地 方 自治法 な どが保 障す る住民 の権利 を行使 した不 断の さまざまな形 での住民

の団結、組織 と運動が欠か せない。住民 自治 にかか わ る権利 一①選挙権 と被選挙権、②

直接請求権、③住 民投票権、④請願 ・陳情権 、⑤ 議会傍聴権、⑥住民監 査請 求権 ・住民

訴訟提起権、⑦行 政情報 を知 る権利、⑧行政 への住民 参加権、⑨公 的サ ー ビスを平等 に

うけ る権利 な どを行 使 し、住民 の 自主 的で民主 的 な組織 と運動が発展 して こそ、住民 自

治 は、名実 と もにその水準が高 ま り、実現 す る もので ある。

(5)地方 自治体 が その責務 を果 たす ため には、「自治 の確立 と拡 充」 が必要 不可欠 で あ

る。同時 に、 国民 の生存権 保障 にかか わ るナ シ ョナル ミニマムの設定 とその実現 を財政

的 に保障す る最終 的責任 を国が負 って い る。

それだけに、地方 自治 を体現す る民主 的 自治体 の建設 ・発展 と国民本位の国政 の確立 ・

発展 とは切 り離せ ない関係 にあ る。 地方 自治 の発展 は国政 の改革 にっ なが り、 国政 の改

革 によ って地方 自治 の 目的の実現 が促進 され るのであ る。

第1節 暮 ら し ・人権 の課題

1福 祉 、 医 療 、 公 衆 衛 生 、 社 会 保 障 の 充 実 を

社会保 障の主体 は地域 の住民 であ り、住民 の置かれて い る実態 や社会保 障への願 いを

把握 し、社会保 障を具体的 に実施す るの は地方 自治体 で ある。 その地方 自治体 が、国 の

福祉、 医療、公衆衛生 などの施策 と財源保 障に対 し意 見 を反映 させ るとと もに、 みずか

らも福祉、 医療、公衆 衛生 、社会保障 を最重点 にす る行政 を行 うことが、憲法 を生 かす

地方 自治 といえ る。

しか し、 福祉、 医療、 公衆衛生、 社会保 障に対 し、 「自立 自助 ・相互扶助 ・受益者負
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担」 の名 で、国 や地方 自治 体 の公的責任放棄 が一層 すすむ事態 になって いる。

少子 ・高齢化 の時代 をむかえ る といわれ る今 こそ、社会保 障の一層 の拡充が求 め られ

て い る。 そのために は、 国 と地 方 自治体 の役割 と責任 を明確 に し、事務 と権 限、財源 の

再配分 を行 うことと同時 に、 大企業本位か ら住民本位 の行政 に改 め、住民参加 の 「総合

的社会保障計画」が立案、実施 され なけれ ばな らない。

(共同の課題)

①各 地方 自治体で策定 されて いる 「市 町村老人保健福祉計画」 を早期 に達成 させ、地

域 の実態 にそ く した 目標 の上積 みを はか る。

② エ ンゼル プ ラン ・緊急保育5力 年計 画 など、政府 の政策がすす め られてい るが、地

域 の保育要 求 に根 ざ した豊 かな保育 を実現 す る。

③ 障害者 お よび障害者団体 の参加 によ って、 真 に障害者 の人権 を保障 す る地方 自治体

の 「障害者基本計 画」 を早期 に策定 し、 その実現 を はか る。

④保育所 や養護施設 、児童福祉施設、老人福祉施設、 障害児施 設、身体障害者援護施

設、精神薄弱者援護施 設、精神障害者援護施設、精神 障害者作業所 、居宅生活支援事業

な どは、小規模 自治体 の実情 に も配慮 しっっ、必要 とす る住民 の ニーズを満 たす よ うそ

の整備 を はか る。

⑤社会福祉 サー ビスの拡 充 は措置制度 な どを は じめ と した公 的責任 で ある ことを明確

に し、広 く制度 の周知徹底 を はか り、利用者負担 の軽減、手続 きの簡素 化 などによ り、

住民 の権利行使 を促進 す る。

⑥国 と地方 自治体 の責任 による地 域医療 の発展 ・充実 に努 め、保健 ・医療 ・福祉 の地

域 ネ ッ トワー クを確立 す る。

⑦ 老人 ・乳幼児医療 の無料化 を実施 す る。

⑧保健 所 の統合 ・廃止計画 を中止 し、 その増設 と疾病予防、機能拡充 を はか り、 住民

に身近 な公衆 衛生行政 を実施 す る。

⑨保健 ・医療 ・福祉関係従事者 の確保 ・増 員 と労働条件 の向上 をはか る。

2国 土 ・地 域 の 安 全 、 快 適 な 環 境 の 保 持 へ

地方 自治法 は、住民 の安全、健康、福祉 を保持す る ことを 自治体 の第一義的責務 と し、

さ らに公害 の防止、環 境 の保全 な ど もその本来 的業務 であ る ことを明記 してい る。 だか

らこそ、 かつて革新 自治体 は、政府 や資本家 の激 しい抵抗 を はねの けて、国 の設定 す る

基準 を乗 り越 えて一層厳 しい基準 を設定 し、住民 を守 って きた。

阪神 ・淡路大震災 の未 曾有 の大惨事 や高速増殖炉 「もん じゅ」 の事故 、北海道古平 町

の トンネル崩落事故、住民 の健康 をむ しばむ大気汚染、環境破壊 ・自然 破壊 の大規模開

発 など、経済 の効率性 や大 企業 の経済活動優先 の政治 とそれに追 随す る地方 自治体 の施

策 によ り、国民 の生命 ・健康 ・財産が脅か されてい る実態 がっ ぎっ ぎと明 らか にな って

いる。

また、酸性雨 の被害 や二酸化炭素 などの影響 によ る地球 の温暖化、 オ ゾ ン層 の破 壊、
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そ して核実験 などによ る地球規模 の環境破壊 も急速 にすすんで い る。

こ うした事 態 に対抗 し、地方 自治体 の独 自の権能 を生 か した街づ くり運動 がすすんで

い る。

地方 自治体 は、 災害 に強 く、人 と環境 に優 しい街 づ くり政策 を確立 し、条例 や要綱 の

制定 を行 うと同時 に、 自治体間共 同を強 め、 国の諸施策 に反 映 させ る努力 を しな ければ

な らない。

(共同の課題)

①地方 自治体 が策 定す る地域防災計画 は地方 自治体 の策定 す る基 本構想、基本計画 の

なかに位置 づ け、 災害発生後 の緊急対策、事後処理対策 に止 めず、災害予防 を基本 に、

地盤 ・地質、都市状 況 などの科学的 デー ターを もとに地域性 を加 味 した住民参加 によ る

総合的防災計画 とす る。同時 に、消防力 の整備強化を は じめ とす る災害即応体制 の確立、

観測 ・予知体制 な どの災害対策 も強 める。

②災害救助法 ・災害基本 法で地方 自治体 に義務づ け られてい る 「災害救助基金」 を法

律通 り積 み立 て るとと もに、国 に も 「災害時特別基金」 の新設 と地方 自治体 の 「災害救

助基金」 と同額 の拠 出を行 うことを求 め る。 また、 「災害救助基 金」 を全国 プ ール制 に

し、大規模災害発生 時 に当該地方 自治体が運用で きる制度 の新設 を求 め る とともに、激

甚災害 におけ る個人補償 の制度化 にむ けて努力す る。

③ 住民 の環境権、公害 防止、 防災項 目をふ くむ環境 アセス メ ン トの義務 づ け、情報公

開、汚染者負担 の原則、被害者救済 などを柱 とす る 「環境基本条例」 を制定 す る。

④ 原子力発電 にっ いて は、 ます ます列 島各地 で危険性が増大 してい る。 これ にっ いて

は安 全優先 の立場 で原子力発電所 の新規建設反対 、既存 の原子力発電所 の耐震性 も加味

した総点 検 と運転停止 もふ くめた対策 、核燃料 リサ イクル政策 の見 直 し、情報公 開 ・事 故

究 明の第3者 機関 の設置 な ど、 国の原子 力政策 の抜本的 な転換 と民主 的規制 を国 に求 め

る。地方 自治体 も独 自に既設 の施設 の立 ち入 り調査、総点検、緊急時の防災対策 を行 う。

⑤ ゴ ミの分別収集体制 を確立 す るとと もに、一般 家庭 ゴ ミの 「有料化」 は行 わ ない。

また、企 業責 任 を明確 に した容器包装 リサ イクル法、再 生資源利用促進法、廃棄物処理

法 の改善 ・強化 をめざす。

⑥住民の命 の水を安全で安定的 に確保す るため、科学的で民主的 な水 資源開発や水源 ・

水質保全 に努 める とともに、国 の財政負担 で行 うことを求 める。

⑦ 国の国土(土 地利用 ・地価等)・ 地域 開発、 エネル ギー ・産業政策 な どに対 して、

地方 自治体 の関与 を制度化す ることを求 め、 同時 に 「住民投 票条例」 を制定 す るな ど、

民主 的規制 を強 めるための諸活動 を強化 す る。

3土 地 ・住 宅 問 題 の 解 決 と住 民 主 体 の ま ち づ く りを

欧米諸国 に比べて、 日本 の住宅が ウサギ小屋 といわれて きた ことはよ く知 られて いる。

高遠狭 といわれ るよ うに、狭 くて、通勤 に時間が かか り、 しか も一生働 いて もなかなか

手 に入 れ ることがで きないほど高 いのが 日本 の住宅 であ る。 これ は、 日本 の土地政策 と
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都市計画が貧困 であ った こと、 そ して地方 自治体 に権限 があたえ られて いなか った こと

に基本的 な原因 があ る。不動産 資本や デベ ロ ッパ ー、 あ るい は私鉄 資本 の買 いあさ りに

まかせ て、戦後 の 日本 の地価 は異常 な高騰 を続 けて きた。 と くにバ ブルの時代 には金融

資本 と不動産資本 が一体 とな って投機的 な土地投資 を行 い、莫大 な不良債権 を生み 出 し

た。

これ は、単 に金融資本 と不動 産資本 のモ ラルの問題 のみな らず、 口本 の土地 政策 、都

市計画 の基本的 な欠陥 を も露 呈 した もの といえ る。

すで に欧米 の先進諸 国で もある程度 実施 されて きたよ うに、都市計画 や土地規制 の権

限 を地方 自治体、 と くに住民 に身近 な市区町村 におろ し、儲 け本位 の、 かっ野放 しの土

地取得状況 を規制 して、 中低所得者 で ある多数 の住民 に対 しては低廉 な価格 で住宅 を提

供で きるよ う、地方 自治体 が低価格 で用地 を取得で きる法制度 をっ くり、財 源を拡 充 し

て低家賃 の公共的住宅 を大量 に供給 す る必要 が あ る。 同時 に、都市 にお ける暮 らしに必

要 な文化、 スポー ツ、商業、教育 などの諸 施設 を整備 し、 あわせ て 自然環境 の保全 と生

態系 を考慮 に入れ た大規模 な公 園や住民 に身近 な小公園、市民農園 をっ くり、景観 の保

全 に努 めるなど、快適 な環境 の整備 を住 民参加、住民主体で行 わな ければな らない。

(共同の課題)

①都市計画法 などによ る線引 き、都市施設、地域地 区制、開発事業その他 の計画策定 ・

決定 にあた って、国 や都道府県 による一方 的 な決定 の しくみを改 め、市 区町村優先 の制

度 に改革す る。都市計画法 に制度化 され た市 町村 マス タープ ランの拡充 を はか る。 また

都市計 画行政 の展開 にあた って は情報公 開 と住民参加 を義務づ け る。

② 環境、福祉、景観 な どの保護 や防災を 目的 とす るまちづ くり条例 な どの実効性 を担

保 し、条例 による規制 の権 限を法 的 に保 障す る。

③公 有地拡大法 を改正 して、公共用地及 び住宅用地 を市町村が低廉 な価格 で取得 で き

るよ うにす る とともに、地価全体 の抑制 の ために、国土利用計画法 に もとつ く地価監視

制度 の機動 的 な運用 と拡充 を はか る。

④都市 農地 に対す る宅地並課税 を止 め させ、生産 緑地制 度 を拡充す る。

⑤公 営住 宅 にっ いて の予算 を増額 し、低所 得者 、高齢者 、障害者 のための公営住宅 を

低廉 な家賃 で提供す る。

⑥ 開発 公社 の財政 を公開 し、議会 による審議 を義務 づ ける。

⑦住民参加 の まちづ くりの実践 を広 げ、 まちづ くりにお ける住民参加 の多様 な方法 を

工夫 して い く。

4子 ど も た ち の 健 や か な 発 達 へ

子 ど もた ちの幸 せや希望 を育 み、人 間 らしい豊 か な発達 を保 障す る ことは社会的責任

であ る。

しか し、乳幼 児 に関 して は措置制度 の解体 や、保育 園の民 間委託 に見 られ るよ うに、

国や 自治体 の責任 を放棄す る方 向が強 ま ってい る。 その結 果、保 育が ビジネス化 し、10
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兆 円産業 と して儲 けの対象 とな る傾 向が顕著 にな って いる。

学校教育 も危機 に瀕 してい る。 い じめ ・校 内暴 力 ・不登校 ・中途退学、受験地獄 な ど

が問題 にな って久 しい。 この原因 は、文部省 を通 じた政府 ・財 界 の教育へ の介入 ・官僚

統制、学習指導要領 に代 表 され る子 ど もの発達段階 を無視 した過 密 ・差別 ・選別 の管理

主義教育 にあ る。

子 ど もたちの発達 の保 障 は、人 間 ら しい社会 を築 くことや、主権者 を育成す る営 みで

もあ り、地方 自治体 の基礎 的事業 で ある。 今 日の状況 の解決 は、子 ど もたちの苦悩 の解

決 は もちろん、 日本社会 の死活 問題 であ り、21世 紀 にむけた地方 自治 の焦点 的 テーマ

と して位置づ け られ なければな らない。

(共同の課 題)

① 国 と地方 自治体 の責任 で 「子 どもの権利条約」 を具体化 し、地域 で子 ど もの人権 を

確立 す る。

②地域 の父母 が安心 して子育て に取 り組 め るよ う、公衆衛生 ・保育 ・社会教育等 のネ ッ

トワー クづ くりをすすめ る。

③保育園 ・幼稚 園 ・学童 保育 ・学校 などをっ う じた、切 れ 目のな い発達保障 の具体化

を障害 の有無、 国籍 にかかわ らず促進す る。

④保育園 ・幼稚園 な ど、就学前教 育を公的責任で整備 ・拡充 を はか る。

⑤学童 保育 を制度化 し、公 的責任 を もった事業 と して確立 ・充実 させ る。

⑥各校毎 に最低、親 ・生徒 ・教職員 ・自治体 当局が参加す る 「委員会」 を設 置 し、学

校運営、教 育課程、予算 な どの審議 を行 う。

⑦小 ・中 ・高校 の 「30人学級」 の実現、 障害児学校 、障害児学級 の定数改善、通常学

級 での障害児教 育 の充実、教職員定数 の改善、学校用務 ・給食 などの教育的位置 づ けを

高 め、学 びが い教 えが いのある教育条件 を整備 す る。 また、学校 図書館 に専任 ・専 門の

職員 を配置 す る。

⑧学校給食 は中学校 まで を基準 に実施 し、正規職員 によ る自校調 理方式、施設設備 の

改善、調理員定数増、栄養士 の各校配置 を行 い、 また、統一献立 ・一括購入をや め、地'

元農 畜産物 の活用 な ど、安全性 を確保 す る。

⑨学校 週休2日 制 の導入 にと もな う地域 的条件 の整備 をはか る。

⑩教 育委 員 の公選制 を実現 す るな ど、教育 にお ける地方 自治 を確立 す る。教科 書検定

制度 の廃止 を国 に求 め る。

⑪就学援助制 度 の拡充 や私学助成 の拡充 な ど、教 育費 の父母負担 の軽減 ・無償化 をめ

ざす。

5生 涯 に わ た っ て 学 習 す る 権 利 を 保 障 す る

教育基本法 は、学校教 育 とと もに 日常的 な学習 の場 であ る社会 教育 につ いて定 め、 す

べ ての国民 にそれを権利 と して保 障 した。 また、 わが 国 も参加 した1985年 の ユ ネス コ

「学 習権宣言」 は、 あ らゆ る人 びとが学 習権 を もっ ことを確認 した。
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学習権 は、 家庭、職場、地域 のいずれ にお いて も、不断 に実現 されな ければな らな い

ものであ り、 と くに、地域社会 にお ける各種学 習活動 の営み は、 その中心 をなす もので

あ る。社会教 育法 もまた、社会教育行政 の展 開を地 方 自治体 の重要 な任務 と して位 置づ

けてい る。各地方 自治体 は、 この任務 を果たすため、公民館、図書館、博物館、美術館、

文化 ホール、 スポーッ施設 な どを整備 して きた。

しか しその一 方で、 「地方行革」 の名 によ る施設有料化 、専門職 員配置 の軽 視や定数

削減、施設運営 の民 間委託化、文化 ・ス ポーツ行政 の市場化 などが各地 ですす め られ、

地域 お こ しに名 を借 りた観光的商業 的文化 の育成 を中心 にすえ る 「文化行政」 も現 れて

い る。 また、先進 国中最 低 といわれ る国の文化政策 の現実 も、厳 しく指摘 しなければな

らない。

こ うした逆流 を克服 し、 「自主、 自由、 自治」 を貫 く地域 文化 を創造 す るため、 い っ

そ うの努力 を重 ね る ことが求 め られてい る。

(共同の課題)

①子 ど もか ら高齢者 まで、すべての住民 に、生涯 にわ たる学習権 を具体的 に保 障す る。

②公民館、 図書館、博物 館 ・美術館、文化 ホール、 スポーッ施設 など基本 となる施設

を整え、必要 に して十分 な職員を配置 して、住民 の自主的学習条件 をい っそ う充実す る。

③家庭教育、子 ど も会、PTA活 動 な ど、子 どもをめ ぐる社会教育活動 の条件 を豊か

にす る。

④各種伝統文化 の発掘、再生 、保存 に努 め、次 の世代 に地域文化 を伝承 す る。

⑤新 たな地域文化 の創造 と地 域 スポー ッの担 い手 が育っ よ う、養成 と発表 の場を広 げ

るQ

⑥埋蔵文化財 な ど、各種文化 財の発見 と保存 に力 を注 ぎ、地域 の歴史 と文化 の正 しい

継承 に努 め る。

⑦ ニ ューメデ ィアによ る情報 の展開 など、地域 の情報文化 の民主 的創造 に努 力す る。

⑧ 日本語教室 の開催 などを は じめ とす る、外国籍住民 の社会教育 プログラムを実現 し、

発展 させ る。

⑨学 習活動や文化 ・ス ポーッ活動 の国際交流 をすす め る。

⑩ あ らゆる学習活動 にお ける住民 の権利 を守 り、地方 自治 の担 い手 と してみずか らを

高め よ うとす る住民 の学習 に全面 的 に奉仕 す る自治体行政 を確立す る。

6地 域 経 済 ・地 域 産 業 振 興 に む け た 総 合 政 策 を

多彩 な商業や工 業、農林漁業 な どのバ ラ ンスの とれ た発展 は、地域 を活性化 させ、地

方 自治を発展 させ る基盤 となるものであ る。 また、それぞれの従事者 が意欲 と希望 を もっ

て経 営で きる条 件 を整備 す ることは、「暮 らしを守 ると りで」 と して の地方 自治体 の重

要課題 であ る。 また、 自主財源確保 によ って地方 自治発展 の基礎 をっ くるとい ううえで

も、重視 すべ き課題 で ある。

大企業優遇、 アメ リカ優先 の政治 ・経済 の進行 の なかで、 大企業 の横暴や規制緩和 に
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よ る中小 商工 業や地場産業 の疲弊 は著 しい。輸入政策 に よる農 業、漁業 の衰退、都市 と

農村 の過密 ・過疎、大企業 の海外移転 な どによ る都市 の空洞化 などの深刻 な事態 も生 ま

れ、地域 と しての 自立的 な発展が困難 にな ってい る。

さ らに、 国の経 済 ・産業政策 に無批判 に追随す る地方 自治体 も増 え、地方 自治体 の行

財政 が大型 開発 中心、 大企業優先 とな り、地域経済 の疲弊 に拍車 をか けて いる傾向 も顕

著 にな ってい る。

地方 自治体 は、消 費者 、生産者 、業者、識者、諸団体 の英知 を結集 し、地域経 済発 展

と地域産業振興 にむ けた総 合政策 と具体策を もつ必要が ある。地方 自治体 は、 この政策

実現 のために地方 自治 の権能 を最大 限発揮 し、地域産業振興、大規模店舗 な どの規制、

低利融資 な どの条例制 定、「要綱」 改定 をすす め るとと もに、政 府 に対策 を迫 る ことが

求 め られて いる。

(共同の課 題)

①海外移転 ・事業転換 ・雇用変動 な ど、大企業 の大規模 な経営 「合理化計画」 に対 し

て は、住民 ・労 働組合 ・地方 自治体 との協議 ・合意 を はか るな ど、大企業 に社会 的責任

を果 た させ る条例 の制定 をめざす。

②商工業者 や住民 の合意 による 「地域経済振興条例」 を制定 す る。

③技術 開発 ・研究 ・援助 などを地方 自治体 の責任 で行 い、地域産 業を発展 させ る。

④地域経済 の健全 な発展 を本来 の役割 とす る信用組合 ・信用金庫 にその役割 を果 たさ

せ るな ど、地域 に密着 した、中小企業 とと もに歩 む金融機 関の育成 に努 め る。

⑤食料 の 自給率 を高 め、安定供給 と安全 を確保 す ることを基本 に、WTO協 定 の改正、

セー フガー ド(緊 急輸入制 限措 置)の 発動、減反 政策 の中止 な どを国に求 め る。

⑥ 地域 の農業 を守 るため、各種助成、 低利 融資、地域特産物 の生産奨励、後継青 年へ

の就農 援助、学校給食 を は じめ地元農畜産物 の利 用奨励 、農業改良普及員 ・生 活改良普

及員 の増 員 など、地方 自治体独 自の諸政策 を講 じる。

⑦ 漁業 を食料産業 と位置づ け、 セ ーフガー ドの発動 や海洋汚染 にっ なが る開発計 画の

見 直 しな どを国 に求 め ると同時 に、地方 自治体 と して、 近海漁業 の発展 への施策、地場

流通制度 の確立 、融資 ・補助 な どの資金対策 な どを はか る。

⑧地域産業 の実態 を調査 ・分析 し、住民参加 によ る 「地域経 済 ・産業振興計画」 を策

定す る。

7男 女 平 等 、 女 性 の 地 位 向 上 の 実 現

男女平等、女性 の地位 向上 は、 女性 の人権 を保障す ると同時 に、 その達成 は、社会発

展 に不可欠 な課題で あ り、民主 的国家、民主 的地方 自治体 を築 くための前提条件 である。

日本政府 は1985年 「差別撤廃条約」 を批准 し、 さ らに国や多 くの自治体で 「行動計画」

が策定 されて い る。

しか し、1995年 に開 かれた国連 の女子差別撤廃委 員会 は、① 日本 は資源 開発 で は世界

第2位 を しめるが、女性 の社会 ・経済 的地位 を考慮 に入れ ると14位 に下 が って しま う。
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これは、経済 的開発過程 に女 性 を完全 に統合 す ることへの国の無 関心 を しめ して いる。

②男女雇用機会均等法 の導 入 に もかか わ らず、個 々の差別 は継続 して いる、 と憂慮 すべ

き問題点 を指摘 した。雇用 の入 口か ら出口まですべてにわた って温存 され る男女差別、

増大す る無権利 ・低賃金 のパ ー ト労働者、機会均等 を逆手 にとった母性保護規定 の改悪、

健康破壊 も深刻 にな って いる農村 ・自営業 の女性 な ど、大企業 の利潤至上主義 とそれ を

担保す る経済 ・労働行政 の横行 のなかで 「法」 や 「計画」 は実効性が確保 されていない。

また、「政策 ・方針決定 へ の女性 の参画、女 性 の能力発揮 の ための手 立て、家事 ・育

児 ・介護等 の女性 の負担 、 それ に ともな う職業 と家庭 の両立 の困難 さ」 など、実質的 な

平等 も遅 れてい る。

第4回 世界女性会議 の行動綱領 ・北京宣言、ILO各 号条約、世 界の先進的到達点 な

どをふ まえた、 国内行動 計画 の策定 と実践 が強 く求 め られて いる。

地 方 自治体 は、 国 に対 して実 効 あ る行動計 画 や法制度 を求 め る と同時 に、 自治 体 の

「行動計画」 の実効性 を確保 し、実質 的平等 の推進 に努 めな ければな らない。

(共同の課題)

①女性 問題 を行政施 策全体 に位置づ けるための組織 ・機構 ・体制 ・予算 の確立 をはか る。

②女性 の社会参 画を推進す るために、保育 や福祉、教育、介護 などの社会的条件 の整

備促進 を はか る。

③男女平等 ・女性 の地位向上、母性保護 の推進 に向 け、 企業 に対 す る勧告 ・指導 ・監

督 の権 限を地方 自治体 に与 え るよ う国に求 め る。 同時 に地方 自治体 は、「相談 コーナー」

の常 時開設 や立 ち入 り調査 を実施 す るな ど、実 態の把握 に努 め、 その改善 にむけた諸活

動 を展 開す る。

④ 自営業従事女性 、農 山漁村女性 の 自家労賃 を認 め るよ う国 に働 きか け るとともに、

労働環境 の整備 と健康 管理対策 を具体化 す る。

⑤地方 自治体 の審議会 ・委員会等、政策 ・方針 の立 案、 決定の場 へ の女性 の参加 を促

進 す る。

⑥ 「男女平等 月間」 を設 け、地域 的 ・社会 的啓 発活動 を促 進す る。

⑦小 ・中・高校をっ う じた一貫性 を もった男女平等 を基本 とす る教育活動 を充実 させ る。

⑧母子 寡婦 に対 す る就労援助、保育 ・就学 問題 の解決、所得保 障、施設 の整備、公営

住宅 の用意、相 談体制 な ど母子福祉 を推進 す る。

8豊 か で 安 心 で き る 高 齢 期 保 障 の 充 実 を

高齢者 は、長 年 にわ た って社会 の一員 と して貢献 して きた ことか ら、憲法25条 や老人

福祉法 に もとつ いて、健康 で文化 的な人 間 らしい生 活が、 あ らゆる部面、すべ ての地域

で保 障 され なけれ ばな らない。

ところが、高齢者 の もっとも基礎 的な生活 の所得保 障 となる年金 は、全老齢年金受給

者 の60%を 占める人 たちが生活保護基準 の半分 以下 の年金額 しか保障 されていない。 そ

れを カバ ーす る就業対策 も遅 々 と して進 んで いない。 また、73年 か らス ター トした老人
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無料医療制度 は、83年 の老人保健法創設 によ って有料化 が導入 され、 その後、数次 にわ

たる 「改定」 で後退 させ られて いる。介護 サー ビスな ど老人福祉 も、 国家的事業 であ る

に もかか わ らず、 ニ ュー ゴール ドプ ランなどへ の予算投入が不十分 であ るため、計画達

成 が困難視 される現状 であ る。

すで に1800万 人 を こえてい る65歳 以上 の高齢者 の生活保障 は、す べての人 か ら敬愛 さ

れ、人間 としての尊厳 の保 て る権利 を保障す る意味 で も、地域経済 の活性化 に とって も、

生活 の場 で ある地方 自治体 の重要 な責務 であ り、21世 紀 にむ け、国 の責任 と負担 の強化

とあわせて、地 方 自治体 の中心 的課題 とな る。

(共同の課題)

①国 と地方 自治体 は、憲法25条 および老人福祉法 の理念 に もとづ き、高齢者 のため

の総合生活保 障の権利 を確立 す る。

② 高齢者 のいのち と健康 を守 るために、国家的制度 と しての老人無料 医療制度 の復活、

地域 にお け る独 自の無料 医療制度 の確立 をすす め、病院 か らの高齢者 の追 い出 し、病院

間の た らいまわ しな どの権利侵害、差 別を な くす行政指導 をお こな う努 力をすす める。

③ 医療機関 と老人福祉施設 の連携 を密 に し、地域か らの介護 サ ー ビスの充実 をはか る。

特 に在宅福 祉サ ー ビス充実 のための福祉予算 の拡 充 などを系統的 に追求 し確立 す る。

④快適 な住居 と環境 の確保 に向 け、公 園の整備、 高齢者 にふ さわ しい住居 の計 画 ・建

設 を促進 す る。

⑤高齢者 の労働能 力、技術、経験 を十分 に生 か し、賃金、 労働条件 などに差別 を もち

こまない雇用対策 を促進 す る。

⑥地域 にお ける無年金者 の調 査 などを通 じて実態 を把握 し、 国 と自治体 の責任 でそれ

を解消す る努力 をすすめ る。

⑦ 高齢者 の孤立化 を解消 す るため、 文化 ・スポー ッ ・学習 な どの施設 の増設、開発 を

すすめ る。

9軍 事 基 地 の な い 平 和 な 自治 体 へ

地方 自治 は、憲 法 に保障 され た平和 的生存権 を住民 の身近 な ところで実現 す ることを

使命 と してい る。 したが って、地方 自治体 は、平和行政権 を有 し、地域住民 の平和 的生

存権 を脅かす ものを拒否 す る権利 を もってい る。沖縄県 を は じめ、各地 で起 きてい る軍

事基地 撤去 の運動 に地 方 自治体 が積 極 的 に参加 して いる こと も当然 で あ る。 ま た全 国

2000を 超 え る地方 自治体 が 「非核 自治体宣言」 を行 い、住民参加 の平 和行政 に取 り組 ん

で いる。

ところが軍事 基地 は、地方 自治体 や住民 の意志 とは無関係 に強制 的 に設 置 され、地方

自治 を否定 す る地 域 のなか の特権 的存在 と して保護 されて い る。

軍事基地 の存在 は、① 自然 ・農林漁業 ・生活環境 の破 壊、②基本 的人権 の侵 害お よび

各種犯罪、③都市計 画の阻害、④地方 自治体 の行財政権 へ の侵害 な どを生 じ、 その被 害

はすべ て地域住民 に しわ よせ され る。 これ らは国民主権 ・地 方 自治権 の侵害 であ り、地
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方 自治体 の基本 的あ り方 と真 っ向か ら対立 す る もので ある。

日米安保条約 の 「再 定義」 によ り軍事基地 が強化 ・恒久化 され よ うと して い るとき、

地方 自治体 は、安保 ・基 地 と地方 自治 との矛盾 を住民 に明 らか に して、 住民 の平和的生

存権 を守 り、地方 自治を発展 させ る立場か ら、基地 問題 に対処 して いか なけれ ばな らな

い ○

(共 同の課題)

①米軍基地 の撤去 にむ けた住民運動、政党、平和団体、民主団体 と連携 した 自治 体 レ

ベルの運動 を強化 し、 同時に、沖縄を は じめ他 の自治体 とも連携 を とって全 国的な運 動

へ と発展 させ る。

② 「非核 平和宣言」 をす べての地方 自治 体で実現 す る。 また、 「非核神 戸方式」 をす

べて の港湾都市で実現す る。

③ 国内外 の平和都市 との連携 ・交流、平 和事業 ・平和教育 の推進、市民 の平和活動 へ

の支援 など、平和行政 を拡充 させ る。

④地方 自治体 は、基地 の実態、基地 によ る住民生 活の阻害、行財政権 の侵害 などを具

体 的 に明 らか に して住民 に情報公 開す る。

⑤環境 アセ スメ ン トの基地へ の適用 を追求 す る。

⑥地位協定 な ど米軍 へ の各種特権 の改廃 を求 め る地方 自治体 と しての意思表示 と具体

的な運動 をすすめ る。

⑦基地跡地利用 の具体 的計画 を住民合意 で作成 す る。

第2節 住民 自治の実現のために

日本国憲法 と地方 自治法 が公布 ・施 行 されて以来、住民 自治 の実現 のために、住民の

立場 に立 った多 くの努力が なされて きた。首長選挙、地方議会議員選挙 の民主的 な実施、

あるいは請願、直接請求運動 による行政 と議会へ の住民参加 など、基本 的な権利 とされ

る制度 もそ うした努力 な しに実現 しえなか った。 それ は、 しば しば地域 の封建 的支配 、

ボス支配、 大企業や利権集団 によ る支配 に立 ち向か い、公正 な自治体行政 を打 ち立 て よ

うとす るたたか いの歴史で あ った。

こ うした運動 によ って1960年 代以 降に革新 自治体 が掲 げた 「住民参加」 の目標 は、 自

治体 の政治 ・行政 の あるべ き姿 を示 す もの と して全 国の 自治体 に広 が り、 その後 の住民

自治 の発展 に極 めて大 きな力 をあたえた。

今 日、住民 自治実現 の ための運動 と政策理論 は、住民 の地方 自治 の主 人公 と しての 自

覚 の高 ま りを基礎 に、情報 システムの発達 や国内外 の人権意識 の発展 に支え られつつ、

子 ど もか ら高齢者 にいた るまで の社会各階層 の参加す る地方 自治 を求 め る もの と して現

われて い る。 われわれ は、 こ うした住民 自治 の発展 に確信 を もち、一層 の前進 のために

力 を尽 くさなければな らな い。
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1住 民 自治 の 実 現 と 自 治 体 の 規 模

請願権、 直接請求権 など、住民 自治 の基本的 な権利 に もとつ く住民参加 の経験、 あ る

いは地方 自治体 の長 や地方議 会議 員選挙 の これ までの経験 は、地方 自治体 の規模 の大小

が、住民 の権利 の実現 に大 きな影響 をあたえ る ことを しめ して きた。 そ こで は、地方 自

治体 の大規模化 が住民参加 を さまたげやす く、住民 自治 の実現 を困難 に して い く一般的

な傾向 を見 ることがで きる。

住民 自治 は、住民 の参加 によ って実現す る もので あ るか ら、地方 自治体 の大 きさ、 と

くに基礎 自治体 であ る市 町村 の規模 が、住民各個人 の生活行動 の範 囲を配慮 した、適正

な もので あ ることが欠 かせな い。安 易 な自治体 の大規模化、広域化 は、住民 自治 の実現

をさまたげ るもの と して否定 され なければ な らない。

広域的 な行政施策 は、都道府県 の力 と市 町村個 々の主体性 に もとついて形成 され る共

同 の取 り組 みによ って具体化 す るが、 いか なる場 合で も、情報 の公 開 と政策 の審議 ・決

定へ の住民 の参加 を保 障す ることが前提 条件 で ある。

2大 都 市 、 中 核 的 都 市 な ど の 住 民 参 加 の 条 件

政令指定都市、 中核 的都市 を は じめ、 すべての都市 において、住民参加 の条件 を具体

的 に整備 す る ことが求 め られ る。

まず、都市で は、学校 区な ど住民 の 日常 的な生 活単 位 を基礎 とす る 「地域協議 会」 な

ど、恒常 的 な住民参加 システ ムを確立 して、 自治体 行政 のなか で優先 的な位 置づ けを あ

たえ、 また、 その活動 を保 障す る政策 を具体化 す る ことが望 ま しい。

と くに、政令指定都市 の行政 区の長 の公選、議 会の設置 その他、住民 自治 の内容 を さ

らに発展 させ る政策 をす すめ ることが必要 であ る。

3情 報 公 開 と情 報 政 策

みずか らの地域社会 と地方 自治体 にっいての情報 が なけれ ば、 それにつ いての判 断 は

で きな い。情報 な く しては住民参加 もな く、住民 自治の実現 もない。行政情報 の公 開を

は じめ とす る民主的 な情報政策 の整備 が、住民 自治 の基 本的 な条件 であ る。

第一 に、 徹底 した行政情報 の公 開をすすめ るとと もに、住民 のだれ もが容易 に情報 を

入手 で きるよ うに 「情報 の無料提供」 を情報政策 の原則 とし、住民 の 「知 る権利」 を具

体化 す ることで ある。

第二 に、広報 ・広聴、 マス コ ミ政策 な どを活用 し、思想 と表現 の 自由に もとついて、

だれ もが意 見を発表 し、情報 と して伝達 で きる 「伝 え る自由」 の条件 を整 え ることであ

る。

第三 に、住民 の個人生 活 の情報 を保 護 し、 「プ ライバ シー権」 を実現す る有 効 な方法

が政策化 されな ければ な らない。

今 日、 ニ ューメデ ィア機器 によ る情報 システ ムの広 が りとと もに、 自治体 の情報政策

の大 きな発展 が求 め られて いる。 したが って、 これ らの政策 と制度 の実現 に は、 これ ま
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で行 われて きた情報政策 の民主的発展 とともに、 だれ もが必要 な メデ ィア機器 や伝達手

段 を利用 で きる条件 を整え ることが重要 な条件 であ る。 この場合、 障害者や高齢者、子

ど も、低所得者 な ど、情 報 に弱 い立場 に置 かれが ちな人 びとへの特 別 な配慮が求 め られ

る。

4住 民 自治 の 発 展 と住 民 参 加 の 多 様 な 形 態 の 創 造

情報政策 にその例を見 るよ うに、住民参加 の形態 は、大 きな変 化 と発展 の きざ しを見

せて いる。 これ はまた、住民 自治発展 の可能性 の拡大 を意 味す る もので もある。

その ため には、地 方 自治体 の長 および議会議員選挙 の いっそ うの民主化、請願 または

直接請求 をふ くむ行政手続 きの簡素化、各種審議会 への住民 の公平 な参加 の実現、教育

委員 会 などの行政委員会 の公選制 の復活、各種審議 会の傍聴、広報 ・広聴制度へ の積極

的 な住民参加 などがすす め られ る必要 があ る。

っ ぎに、住民 参加 の民主的発展 のため に、新 たな政策 の創造 が求 め られる。 そ こでの

中心課題 は、女性 、青年、子 ども、 障害者、外 国籍住民 など、 これ まで社会的 な参加条

件 が弱か った人 び との、政治 や行政 への参加 を積極 的 にすす めることで ある。議会、審

議会 などの男女構 成比 の対等 的定率化、18歳 選挙権 の実現 、子 ど もの権利条約 に もとつ

く子 ど もの 「意見表 明権 」 と社会 的参加 の具体 的実現、 「完全 な参加 と平等」 の理念 に

もとつ く障害者の参加条件 の抜本的改善、外 国籍住民 の選挙権 の実現 などがそれであ る。

これ らの政策 を実現す るために は、地方 自治体 にお ける条例制 定だ けでな く、法改正

が必要 で あ り、地方 自治体 の国に対 す る積極 的な働 きか けが求 め られて いる。

と くに強調 したい ことは、住民投票 の制度 を確立 し、重 大 な問題 は、 自由な討論 と宣

伝活動 を保障す る住民投票 によ って決す るよ うにす ることであ る。 そ して地方 自治体 は、

住民生 活 に根 ざ した、民主 的な 目標 を掲 げて住民 が行 う地域 運動 を励 ま し、 その発展 の

ための条件を整え る必要が あ る。

5住 民 参 加 に よ る 地 方 議 会 の 民 主 的 活 性 化

地方 自治法 の民主的 な諸規定 を生 か し、住民参加 をすす めて、地方議会 を民主 的に活

性 化す る ことが、住民 自治 の実現 の基本 的 な柱 の一 っで ある。

その ためには、住民 に対 す る議会 の情報 活動 を抜 本的 に改善 し、委員会審議 もふ くめ

た住 民の傍聴 を積極的 に呼 びか け、 よりいっそ う住民全体 に開かれ た議会 にす るととも

に、参考人制度 の活用 な どもふ くめ、住民 の審議 へ の直接参加 をすす め る必要 があ る。

また、住民参加で政策研究 や学習、政策立案 を行 い、議会 と して の政策活動 を確立 す る

ことが望 ま しいo

これ らの政策 を実現す るにあた って、都道府 県議 会、市区町村議会 ともに、 その事務

局体制 の根本的 な充実 と改善 を はか らな ければ な らないだ ろ う。
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6住 民 の 学 習 権 の 保 障 と 主 権 者 と して の 成 長 の 条 件

住民 自治 の豊か な実現 は、結局 の ところ、住民 の主 体的 な力量 の大 きさにかか って い

る。 住民の学習権 の具体 的保 障 は、住民 の成長 の基本 的条件で あ る。地域 ・自治体 に関

す る住民 の学習条件 の整備 は、急務 といわな ければな らない。

第一 は、公民館、図書館、博物館、文化 ホール等 の学 習文化施 設政策 を、地方 自治体

の担 い手 と しての力量 の形成 を重点 目標 にかかげ、専 門職員 の配置 などによ って豊 かに

展 開す ることであ る。

第二 は、 すべての行政分野で、住民 の学習要求 にわか りやす く応 え る政策 を推進す る

ことであ る。

第三 は、住民 の 自主 的学 習活動への援助 を政策化す ることであ る。

7人 権 ・民 主 主 義 を 尊 重 す る 公 正 ・民 主 の 行 政 確 立

住民 自治 を基本 とす る地方 自治 は、 地域で生活す るすべて の住民 の基本 的人権 を保 障

す ることを旨 と してい る。 そのために も地 方 自治体の行政 は、公正 で民主 的でな ければ

な らない。

第一 に、 国民融合 で部落 問題 を解決 す るために、同和行政の一般行政へ の移行、一般

行政水準 の引 き上 げをはか る。

第二 に、 障害者 の人権 を保障す るために、 障害者 や障害者団体 などの参加 の もとに実

効 あ る 「障害者基本 計画」 を策定 し、実施 す ることであ る。

第三 に、公正 ・民主 的 な行政確立へ の監視 ・監督 と勧告権 を もったオ ンブズマ ン制度

を確立す ることであ る。

8地 方 自 治 体 の 国 際 活 動

国際化 に ともない、諸外 国の 自治体 との交流活動が活発 にな ってい る。 世界の地方 自

治の経 験 を学 び、 日本 の地方 自治 の発展 に資す るために、我 が国の 自主性 を保 ちっっ、

地方 自治体 の国際活動 を積極 的 に推進 す る。

第一 に、 諸外国 の地方 自治 にかんす る情報 ・資料 や、す ぐれた経験 を吸収 し、 日本の

地方 自治 の発展 に生かす。

第二 に、平和 、人権 を基本 に した地方 自治体 の国際間の相互交流 を行 い、 そ こでの成

果 や問題 を国の外 交政策 に も反映 させ てい く。

第三 に、 国際的視野 に立 って、在 日外国人 の人権 の保 障、権利 の拡充 に取 り組 み、 そ

のための制度 を確立 し、必要 な行政施策 を拡充す る。

9自 治 体 職 員 の役 割

住民の努力を政策的に具体化する担い手が自治体職員であり、 自治体職員は、住民自

治と団体 自治を花開かせる役割を担 っている。
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まず第一 に、 自治体職員 は、住民の権利 の実現 と地方 自治 の発展 に努 める必要があ る。

その ために も職員 の労働条件 と権利 を保 障 し、地方 自治 の実現 に必要 な能力 を得 る条件

を整え る ことが地方 自治体 の責務 であ る。

第二 に、国公私立大学 に地方 自治研究部 門 を設置す る ことをは じめ と して、 自治体職

員 を養成 す る システムを確立 し、希望 す る者 がだれで も地方 自治 とその職務 にっいての

体系的 な教育 を受 け る条件 を整 え ることが望 ま しい。

第三 に、住民 と直接接 す る職員 の政策 活動 へ の参加 を保障す る ことは、 もう一 っの住

民参加で ある。労働組合 によ る政策 提言 もふ くめ、民主的 で積極的 な職員参加 を実 現す

る ことが求 め られてい る。

第3節 国 と地方 自治体の新 しい民主的協力関係の確立

以上 の諸課題 を実現 す るため には、国 と地方 自治体 の新 しい民主 的協 力関係 の確 立が

必要 であ る。

戦後 のわが国 の地方 自治制度 は、憲法 の うえで都道府県知事 の公選制 な ど民主 的地方

自治 を実現 で きる制度 とな ったが、実際 は機関委任事務制度 や個別法令 によ る拘束 、政

府 の不 当な行政指導、天下 り人事 などによ って、国 と地方 自治体 の関係 は、今 なお 「上

下 ・主従関係」 の もとに置かれて いる。

したが って、地方 自治体 を従属的地位 にお く官僚 的中央集権 的行財政 シス テムを抜本

的 に改善す ることによって、国 と地方 自治体 の関係 を民主 的協力 関係 に改革 す るこ とが

緊急 に求 め られてい る。

い うまで もな く、 日本 国憲法第25条 の理念 にそ って、 国民 の生存権 を保 障す るナ シ ョ

ナル ミニマ ム(国 民 的最 低行政水準)の 設定 と、 その実現 を財政 的に保 障す る最終 責任

を国 が負 うべ きもので あることはい うまで もない。地方 自治体 は、 これ に もとつ いて さ

らに住民本位 の民主 的地 方行政 の実現 に努 めなければな らない。

現在、 国 と地方 自治体 の関係 を改革 しよ うとす る 「地方分権」論議 がすすんで いる。

それ と同時 に、現行 の都 道府県制度 を廃止 す る道州制論 も根 強 く唱え られ、 また、地方

自治体 のいわゆ る自主 的合併 の促進策 や広域連合制度 な どが実施 されて いる。

このよ うな動 きに対 して は、現行 の都道府県 と市 区町村 との二層制 自治体 は堅持 され

る必要 があ るとと もに、基礎的 自治体 であ る市 町村優先 の原則 に立 って、都 道府県 は次

のよ うな役割 を果 たすべ きで ある。

都道府県 は、第1に 基礎的 自治体 であ る市 町村 を行政 的 ・財政 的 に支援 し、 その機能

をよ り良 く発展 させ る役割 を もっている。第2に 、市 町村 の区域 を超 え た広域的 な事務

事業、 すなわ ち広域 的 な開発計画 や産業政策、福祉 や教育、文化等 に対 す る施策 を実現

す る機能 を もって いる。 第3に 、国 と市 町村 の中間にあ って、広域 的な調整機能 を もつ

と同時 に地方 自治 の原則 に もとつ いて中央政府 に発言 してい く役割 を もって いる。都道

府県 が地方 自治体 と して地元住民 の立場 に立 って活動 す るな らば、 大 きな役割 を果 たす



ことが で きる。

以上 の基本 的立場 か ら、 っ ぎの諸点 の改革 を推進す る。

1機 関 委 任 事 務 制 度 の 廃 止 と 事 務 ・権 限 の 民 主 的 再 配 分

地方 自治権 を侵害 し、事実上 の 「上下 ・主従 関係」 を規定 して い る機関委任事務制度

は廃止 し、原則的 にすべての事務 は 「自治事務」 として地方 自治体 に移譲 す る。同時 に、

公共事 務、 団体委任事務 お よび行 政事務 とい う従来 の区分 は廃止 し、 「自治事務 」 に対

す る国のあ らた な行 政的関与 にっ いては、民主 的な協力 関係 にふ さわ しい情報 の提供 や

技術 的助言 を中心 とす る非権力的 な調整 に止 め、 その関与 は、一般 法で限定的 に設 け ら

れ るべ きであ る。

このよ うな民主 的協力 関係 の もとにお ける国 と地方 自治体 の役割分担 にっ いて は、国

は外交、安全保障 な ど対外 的 に国を代 表す る事務 、お よび人間 の生命、安全、福 祉、教

育、公衆衛生、労働 な どにかかわ る各種 の最低基準(ナ シ ョナル ミニマ ム)の 設定 やそ

れを実現す る財源 の保障、 また、経済、産業、雇用、交通、環境 など全国的総合 ・企画 ・

調 整事務 な どを担 うもの とす る。 もち ろん、 これ らの国の事務 にっ いて も、地方 自治体

の意 見表 明権や共同決定権 など多様 な国政参加 の仕組 みを設 けて、官僚的 な中央集権行

政 の民主化 をすすめ なけれ ばな らない。

地方 自治体 は、 国が担 う事務以外 のすべ ての事務 を担 うものであ る。 具体的 な事務 ・

権限 の再配分 にあた って、地方 自治体 には、①住民 の身近 な ところで(地 域 多様性 の尊

重)、 ②住民 の意思 を反 映 し(民 主性の徹底)、 ③国 の干渉 を最大 限 に排 除 して(自 主性

の尊重)、 ④総合 的に実施 す る(総 合性の配慮)、 とい う4原 則が貫 かれ るとと もに、地

方 自治体が新 たに担 うことにな る事務 と権限 に見合 った財源 も確保 されな ければな らな

い。 さ らに、地方 自治体 が新 たに担 う事務 にお いて十分 な創意工夫 を独 自に発揮 で きる

ようにす るために、都市計画法 な ど地方 自治 に関連 す る個別法令 を、地方 自治 の原則 に

もとつ くもの に改正 しなければな らない。 もちろん、地方 自治体 も、 これ らの 自治事務

を主体 的 に担 うにふ さわ しい行政能力 を身 にっけ、 向上 させ る努 力が必要で あ る。

これによ って地方 自治体 は、福祉、医療、公衆衛生、教育、 防災、環境、地域振興 な

どを一体化 した街 づ くりなどを、従来 の タテ割 り行政 の枠組 みを こえて総合的 に、地域

特性 を活か し住民 と共 同 して積 極的、計画的 に展開 してい くことがで きる。

2国 の 非 民 主 的 な 関 与 ・統 制 の 是 正 と 自 治 立 法 権 の 拡 大

地方 自治体 に対す る画一 的行政 の押 しっ けと自治立 法権 を制約 してい る国の関与 ・統

制 を是正 す る ことは、機関委任事務 の廃止 とともに、 自治権 の拡充 に とって重要 な課題

にな って いる。 実際、 中央政府 の各省庁 によ る許認可 ・命令権 などの乱用 と、恣意 的な

補助金行政 とが一体 とな った地方 自治体 に対 す る権力 的関与 は、法令 の 「改正」 のたび

に増大 の一途 をた ど って いる。

また、憲法第94条 は 「法律 の範 囲内で条例 を制定 す ることがで きる」 と している。 こ
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こにい う 「法律」 とはあ くまで 「地方 自治 の本 旨」 に もとつ くものであ って、地方 自治

体が行使す る住民本位 の 自治立法権(自 主条 例制 定権)を みだ りに侵害 ・拘束 す る趣 旨

を規定 した もので はない。

したが って、地方 自治体 の意 向 と地域的条件 を考慮 した自主的な行政運営 を さまたげ、

行政 の重複 とム ダの要因 とな って いる中央各省庁 の権力的 な許認可 ・命令権 な どは、人

権保障や民主的規制 を重視 す る もの に改 めなけれ ばな らない。

3地 方 自治 を 保 障 す る税 ・財 政 構造 へ の 転 換

現行 の国 と地方 の税 ・財政構造 は、大企業 に特権的 な減免税 を設 け、消費税等 の大衆

課税が強化 され、負担 の公平性 を欠 いて いる とともに、国税 中心 の税制 とな ってい るだ

けでな く、 中央直結 の税 ・財 政構 造 とな って い る。

したが って、事務権限 の民主 的配分 とともに、国 と地方 自治体 に事務権限配分 に見合 っ

た税 ・財源 が配分 されな ければ な らない。

①税 ・財政制度 の民主 的改革

第1に 、消費税 の廃止、大 企業 ・高額所得者へ の特権的減免税 の大 幅縮小 な どによ っ

て、税制 の抜本 的改革 をすす め、民主的事務権限配分 に見合 った税源 の地方 への移 譲 を

行 う。

当面、消費税率 の引 き上 げをや め、食料品非課税等 の措置 を実施 す る。 また、都 道府

県 の税制 であ る法人事業税 の外形標準課税 を実施す る。

第2に 、地方 自治体 の課税 自主権 を保障す るために、通達 によ る国の規制 を改め、税

務行政 にお ける地方 自治体 の自主権 を拡充す る。 た とえば固定資産税 の評価基準 にかか

わ る通達行政 の押 し付 けは改 めなけれ ばな らない。 さ らに、法定外普通税 の許 可制 を改

め、届 出制 にすべ きであ ろ う。

② 国庫補助金制度 の改善

今 日、一般 に国庫補 助金 と総称 されてい る国庫負担金、委託金、補助 金 は、財源保障

とい う本来 の機能 を逸脱 して地方 自治体へ の国の統制 ・支配 のための最 も有 力 な武器 と

して運用 されてお り、 かっ膨大 な超過負担 が地方 自治体 に押 し付 け られて いる。

と くに、 ナ ショナル ミニマムを保障す る義務教育費 や生活保護費、保 育、老人施 設、

障害者福祉等 の国庫 負担 金 は十分 に確保 されな ければな らない。

将来 的 に事務権 限の民主的再配分が行 われ ることにと もな って税 ・財源の再配分が行

われ る場合 には、 国庫 補助 ・負担金 によ る助成 に代 わ って地方税、地方 交付税 の拡充が

十分 にな され る ことを明 らか に した うえで、 国庫補助 ・負担金制度 の改革が行 われ なけ

ればな らな い。 その さいには、奨励的補助金等 に代 わ って地方 自治体 がみずか らの必要

に応 じて内容 を 自由 に選択 しうる総合補助金方式 に改め る必要 があ る。

また、 当面 の緊急対 策 と して、阪神 ・淡路大震災 な どの場合 の個人 補償 を実行で きる

よ う現行 の災害救助 法 におけ る全国基金積立金制度 の実施 に踏 み切 る必 要が あろ う。 さ

らに、膨大 な超過 負担 を解消す るため、補助算定方式 を実支 出額 に もとつ く精算方式 に



改める必要がある。

③地方交付税制度の民主的改革

地方交付税制度は、地方 自治体間の財政力の地域的不均等を調整するために地方 自治

体の財政力に応 じて国税を再配分(水 平的財政調整)し 、かつすべての地域の住民 に一

定の行政水準を保障する(国 と地方の垂直的財政調整)財 源保障 ・財政調整制度である。

第1に 、地方交付税率の引上げによる財源総額を拡充するとともに、開発中心の投資

補正重視の算定方式か ら住民生活優先の福祉、教育等の単位費用引上げの算定方式 に改

め る。

第2に 、地方 交付税 の原資 は地方 自治体 の共有財源 であ る ことを明確 にす るために、

地方交付税 の算 定、配分 にかかわ る地方 自治体代表 の参加 す る地 方財政委員会 を設立 す

る。

④地方債制度 の民主 化

国の地 方財政統制 の手段 とな ってい る起債許可制 度(地 方 自治法250条)を 原 則 と し

て廃止 し、 自由起債制度(同 法230条)に 戻す必要が あ る。

なお、地方債 にっいて政府 資金 による起債引 き受 け率 の引上 げ、地方債 市場 の整備育

成、外債等、資金調達先 の多様 化を はか って い くべ きで あ る。

4地 方 行 政 、 地 方 政 治 の 民 主 化

第1に 、教育委員 の公選制 を復活 す るとと もに、教育長 の任命承認制 は廃止 す る。

第2に 、地方行政 にかか る各種審議 会への住民参加、 とくに女性 の審議会参加 を高め

る。 また、地方行政へ の参加 の機会 を さ らに拡 大す るために、現行 の直接請求制度 の見

直 しや住 民投票制度 の導入 ・拡大 を はか る。

第3に 、 国か ら地方へ の天下 り、高級官僚 の特 権 とされて いる特殊法人 や民 間企業 へ

の天下 りを原則 と して禁止 し、汚職 と腐敗 の構造 を根絶す る。 それ と関連 して、現行 の

監査委員 の公選 制 の実現 をふ くむ監査制度 の見 直 しを行 い、第3者 的 な外部監査機能 の

制度化 を はか る。

第4に 、地方 自治体 の財政民主主義 の確立 をめざ し、 第3セ ク ター等 の地方 自治体 関

連予算 をふ くめ た情報 公開 をはか り、情報公 開条例 の制定 に努め る。

第5に 、警察制度 の民主化 のため、都道府県公安委員 の公選制を実現 し、都道府県公

安委員会 の都道府県警察 にお ける人事 ・予算等 に関す る権 限を強化す る。地方警務官制

度 は廃止す る。

第6に 、地方 自治体 は、 住民 の 「裁判 を受 ける権利」 を保 障す るため、住民 に身近 な

裁判所設置 を国 に要請 す るとと もに、弁護士会等 と協力 して住民 に司法情報 を系統的 に

提供 す るよ う努 め る。

以上 の地方行財政改革 や地方 自治制度 の民主化措置 によ って、地方 自治権 は著 しく強

化 され、 国民主権 に立 った国 と地方 との新 しい民主的協力関係 が確立 され ることになろ

う。
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